
地域活性化に向けた空港経営改革

地域への来訪者数が増えない

国管理空港の現状と課題

滑走路等(国)と空港ビ
ル等(民間)の運営主
体が分離

空港を活用した内外の交流人口拡大等による地域活性化に貢献する

3.11後の公共インフラ機能のあり方 → 災害復旧等において国が適切に関与できる仕組を導入

空港と空港関連企業と
の経営一体化

地域特性とニーズに対応
した個別空港ごとの経営

民間の資金・
経営能力の活用

改革の具体的措置

空港ビル等

民間が運営国が運営

滑走路等

国が運営することによる地
元感覚、経営感覚の不足

全国28空港の着陸料収入
をプール管理（特別会計）

一方、空港は「安全・安心」の拠点でもある。

ＰＦＩ法を活用して地域の実情に応じた民間による経営の一体化

着陸料等の引下げによる
LCC等の新規就航や
便数の増加が困難

原則、着陸料等は
全国一律の料金設定

我が国各地域の現状とニーズ

空港経営改革の目的

・人口減少が進む中、地域の玄関口たる空港を活用して交流人口の拡大による地域活性化を目指したい。
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就航便数・路線の拡大などの空港活性化
に向けた取組が可能となる

（物販・飲食等の収入を原資とした着陸料の引き下げ等）

1

我が国の国管理空港は、各施設の運
営主体がバラバラ

経営一体化とそのメリット

国管理空港の経営一体化とそのメリット
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・空港の運営（安全・利便の確保）
・利用料金の設定と収受

・長期修繕計画に基づく常時保全の実施

・安全・利便確保の観点からの監督 →

・有事対応、災害復旧など

・ 「予防保全・長寿命化」の観点から監督・点検・検査→

民間委託のスキーム（公共施設等運営権制度と民活空港運営法案との関係）

事業契約

（設置管理者） （運営権者）

【ＰＦＩ法（平成11年法律第117号）の概要】
・対象施設
空港を含む幅広い公共施設等が対象。

・公共施設等運営権制度（H23年改正で創設）
従来は、公共施設の利用料金は国・地方公共団体等の施設の管理者が決定
⇒サービス内容・利用料金を民間事業者が決定できる制度（公共施設等運営権）が創設。

【民活空港運営法案との関係】
・PFI法はあくまで公共施設一般に関する通則手続きを定めているものにすぎない。
⇒運営権制度を空港に活用する際は、同法に加え、空港運営等に固有の安全や利用者
保護の観点からの規制（航空法、空港法等）を民間事業者に適用するための所要の立
法措置が必要
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